
ＧＷ中（4/27～5/6）の戸籍届出の取り扱いについて 
 

◆戸籍の届出 

ＧＷ中（4/27～5/6）の戸籍の届書は、下記により日直職員又は警備員が受領します。 

（お預かりするだけで、受理の決定ではありません。） 

受領した戸籍届書は、連休明けに他の市区町村に照会等を行い、書類審査をします。 

特に不備がなければ届出日が受理日となります。もし不備があった場合は、後日再来庁して 

いただき、場合によっては届出日が変更になることもあります。 

※届け出時は、必ず日中連絡のとれる電話番号の記入をお願いします。 

 

提出先 日直室   ８：３０～１７：００  前川本館１階 （正面入口の右側）     

     警備員室  上記以外の時間      市民防災館１階（入口） 

 

◇令和 元年５月１日（祝・水） 婚姻届専用の臨時窓口開設 

市民課 戸籍係窓口 ８：３０～１７：００ 市民防災館１階 

※戸籍謄本(弘前市に本籍が無い方)、本人確認書類(免許証等)をお持ちください。 

    ○注婚姻届以外は、日直窓口へお願いします。 
 

◆出生届 

出生届の場合は、母子手帳の証明、児童手当の請求、医療費助成の申請手続き等が発生し 

ますので、後日、平日の開庁日にお手続きをお願いします。               

 

◆住所の異動届 

住所の異動は、戸籍の届書とは別に住民異動届が必要です。 

平日の開庁日にお手続きをお願いします。ご不明な場合は、お問い合わせください。  

 

◆証明書の発行 

連休中に戸籍届出をした方で証明書が必要な場合は、以下を参考に申請をお願いします。 

また、届書の受理確認について電話照会（本人確認不可のため）はできませんので、ご注意 

ください。 

婚姻届・離婚届などの場合は「届出を受理した旨のお知らせ」が後日郵送されますので、 

この書類で確認していただくか、戸籍謄(抄)本で内容をご確認ください。 

  

＊目安  戸籍謄(抄)本  弘前市に本籍がある方  ５／２２以降 

弘前市に本籍が無い方  本籍地へお問い合わせください。 

住民票     弘前市に住所がある方  ５／１０以降 

弘前市に住所が無い方  住所地へお問い合わせください。 

 

※連休明け早々に証明書が必要な方は、申請の際に「いつ、どこで、何の届出をしたのか」 

お話しくださるようお願いします。 

 

担当： 弘前市役所 市民課戸籍係 直通 ☏４０－７０１９  


